
広 報 資 料

令和７年３月７日

田 辺 警 察 署

特殊詐欺事件の発生について

１ 認知日

令和７年３月７日（金）

２ 発生日

令和７年３月６日（木）

３ 被害額

現金 100万円

４ 被害者

和歌山県田辺市内在住 50歳代 女性

５ 状況

令和７年３月６日、被害者の携帯電話に通信会社の社員を騙る者から「あなたの名義

の携帯電話から大量のメールが送信されている。警察に連絡する。」旨の電話があり、

一度電話を切りました。

その後、被害者の携帯電話に警察官を騙る者から電話があり、「詐欺事件の捜査をし

ているが、あなたも詐欺事件の犯人となり逮捕状が出ている。」「身の潔白を証明する

ために資金証明書を発行する必要がある。」「100万円を振り込めば資金証明書が発行さ

れ無罪を証明することができる。」旨を言われ、相手が指定する口座に現金100万円を

振り込みました。

現金を振り込んだ後、不審に思った被害者が当署に相談して、詐欺被害が発覚したも

のです。

６ その他

○ 和歌山県警察では、

特殊詐欺被害防止専用フリーダイヤル

その話ホンマに大丈夫？かけて損なし『ちょっと確認電話』

電話番号 0120-508（これは）-878（わなや）

を開設（24時間）しています。

有名人を騙って「必ず儲かる」、「投資の仕方を教えてあげる」、見知らぬ人から「友

達申請」や「必ず儲かる」、「電子マネーを買って番号を教えて」、「キャッシュカー

ドを渡して」、「保険料を還付します」といったことを電話やメール、ＳＮＳで受け

れば、すぐにちょっと確認電話にて確認してください。

また、警察官が電話で逮捕状が出ていることや無罪を証明するためにお金を要求す

ることは絶対にありません。


